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はじめに 
 

 

● 「四日市市都市計画マスタープラン全体構想」は、本格的な人口減

少・高齢社会の到来や地球規模での環境問題が大きな課題となる中、

平成１４年７月に策定しました。 

 

● その後、市民のみなさんと共にまちづくり（都市計画）を進めるた

めに、平成２０年１月には「都市計画まちづくり条例」を施行し、

都市計画マスタープランに基づく土地利用を進めてきました。 

 

● また、当初策定時には、余剰地が多く残されていた内陸部の産業用

地への企業立地が進み、新たな産業活動に供する産業用地が不足し

てきたことから、平成２０年３月には、自然環境と調和した計画的

な産業立地を誘導する目的で都市計画マスタープラン全体構想の

一部変更を行いました。 

 

● さらに、平成２３年度を初年度とする新たな総合計画では、目指す

都市像を「みんなが誇りを持てるまち四日市」として、様々な分野

での基本目標を定めています。 

 

● このため、主に土地利用や交通分野における関連計画である「四日

市市都市計画マスタープラン全体構想」についても、総合計画の内

容を踏まえながら、必要な見直しを行うこととしました。 

 

● なお、大規模災害への対応として、都市計画マスタープラン全体構

想の見直しが必要となった場合には、適切に修正を行います。 

 
 




